
・廃止届の場合は、給湯装置廃止に伴う確認書を添付すること。

※担当課処理欄
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湯量
温度
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毎分（　　　　）㍑（　　　　）℃

工事施工業者名

主 務課 長 課長補佐 係長 (下 ) 係長 (経 ) 下 水 道 温 泉 管 理 係 水 道 温 泉 経 理 係

　 　年　 　月 　　日

　　給湯装置
　□新規開始　     □再開始     　□一時中止

□口数変更   　□設置場所変更　   □廃止
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設 置 場 所 　下諏訪町　　　　　　　　　　　　　　番地　　　（町名：　　　　　　）
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ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ
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住 所 電話番号

ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ

氏 名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

届 出
区 分

新 ・ 再 開 始 開 始 希 望 日 　　　年　　　月　　　日 開始日 　　　年　　　月　　　日

一 時 中 止
（理由）

下諏訪町　　　　　　番地　　　（町名：　　　　　　）

中止日 　　　年　　　月　　　日

口 数 変 更

（理由）
変 更 前 　　　　　口

変 更 後 　　　　　口

　　　　　年　　　　月　　　　日

切 離 し 工 事
予 定 日

　　　年　　　　月　　　　日
切 離 し 工 事
実 施 日

　　　　　年　　　　月　　　　日

設置場所変更

（理由）

設置場所（変更前）下諏訪町　　　　　　番地　　　（町名：　　　　　　）

設置場所（変更後）

（備考）

検 量
関 係

検 量 実 施 者

廃 止

業 者
依 頼 日

　　　　　年　　　　月　　　　日

業 者
受 注 日

　　　　　年　　　　月　　　　日

廃 止 日

立 会 人

㎥

円

温 泉
分湯料
処 理

有　　　無

水 栓 コ ー ド

通 知 番 号

温 泉
汚水料
処 理口 ㎥

円

処理者

賦課 ・ 免除 ・ 変更 ・ 廃止

月調定

口

月調定

処理者

受 付 番 号

処理者

円

下 水 道 接 続

書 類
関 連
番 号

円

賦課 ・ 免除 ・ 変更 ・ 廃止

月調定 月調定

処理者



温泉一時中止に伴う確認書 

 

下諏訪町長 宮 坂  徹 様 

 

                 所有者 

                   住 所：             

 

                   氏 名：             

 

 

設置場所：下諏訪町      番地   （町名：       ）に設置さ

れている、温泉一時中止に伴い、下記のとおり確認いたします。 

 

１.温泉一時中止日より最大で１年を一時中止期間といたします。一時中止期間 

  を超過した場合、温泉分湯料のご請求を再開いたします。 

 

一時中止期間：   年   月    日～   年   月   日まで 

 

２.温泉のご利用を再開始する場合において、給湯装置再開始届を提出すること 

   とします。 

 

３.当該土地を第三者へ譲渡し、新所有者が温泉を利用する場合は、新所有者へ 

   温泉分湯料のご請求いたします。 

  （新所有者がリフォーム等を行う場合は、新所有者と一時中止手続きを行う 

  ものとします。） 

 

４.当該土地を第三者へ譲渡するが、当該土地で温泉を利用しない場合、前所有 

  者が廃止の手続き及び、切り離し工事を実施いたします。ただし、新所有 

   者と前所有者との協議により、工事実施者が決定していればこの限りではあ 

  りません。 

 

５.温泉の一時中止に伴い、止湯栓より宅内設備（タンク、配管等）の破損、腐 

   食等に関わる修繕は、所有者または使用者の自己負担で実施することとしま 

   す。 



給湯装置廃止に伴う確認書 

 

 

  年  月  日 

 

 

下諏訪町長  宮 坂  徹  様 

 

 

 

                      所有者 

 

                        住 所：               

 

 

                        氏 名：           ○印   

 

 

 

設置場所：下諏訪町     番地  （町名：     ）に設置されてい

る、給湯装置廃止に伴い、下記のとおり確認いたします。 

 

 

 

記 

 

 

  １．給湯施設と取出管との切離し工事は、自己負担により実施いたします。 

 

 

  ２．１の切離し工事に際しては、町の申し出事項（冬期間の切離し工事は、温泉施設等の管理 

上、支障が生じる場合がある為、４月以降に実施）することを承諾します。 

但し、町が管理上、支障がなく工事ができると判断した場合は、この限りでない。 

この場合、工事実施日は、町、施工業者、所有者等関係者と協議し決定することとします。 

 

 

  ３．当該土地を第三者に譲渡し、若しくは当該土地について所有権以外の権利を設定する場合 

は、第三者へ確認書内容を継承するものとする。 

 


